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Ⅱ ＷＴＯ交渉の構図と現状

【ＷＴ０交渉の最近数ヶ月の構図】
○ ①米国が農業の国内支持、②日本・ＥＵが農業の市場アクセス、③ブラジル・イ
ンドをはじめとする途上国グループが非農産品（ＮＡＭＡ）、サービスの市場アク
セスについて防御を行いながら、相互に他の分野で相手を攻撃するという「三角
形」の状態にあり、これをいかに打開するかが焦点。

○ 一方、最上位層の関税削減率と上限関税、重要品目の数、更には途上国向け
の特別品目（ＳＰ）の数は、相互に関連。上限関税は、G10とそれ以外で対立。重
要品目の数は、米国、ブラジル等が強硬な主張。

【６月末の閣僚級会合及び７月下旬のＧ６閣僚会合】
○ ６月末の閣僚級会合、Ｇ８サミットの要請を受けた７月下旬のＧ６閣僚会合にお
いて、農業の市場アクセス、農業の国内支持、非農産品の野心の水準やバラン
ス等につき集中的な議論を実施。しかし、米国が農業の大幅な市場開放を要求
する一方で、自らの農業補助金削減で柔軟性を示さなかったこと等から各国の
意見の隔たりが縮まらず、合意に至らなかったため、交渉が一時中断。
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○ 我が国は、「多様な農業の共存」を基本理念とし、「守るところは守り、譲るところ
は譲る、攻めるところは攻める」という姿勢で、国内農業の構造改革を強力に進めながら、
戦略的かつ前向きに対応。

多様な農業の共存

輸出国と輸入国のバランスのと
れた貿易ルールの確立

国内農業の構造改革の推進

途上国の開発への貢献

・輸入国には様々な規律が存在する一方、輸出国へ
の規律は緩いため、バランスの回復が必要

・途上国の事情に配慮した特別な扱いなど、一定の
措置が必要
・市場アクセス改善のみならず、協力を組合せた支
援も重要（昨年１２月の開発イニシアティブ）

・開かれた貿易秩序とともに、食料安全保障の確保など農業の多面的な機能も重要
・異なる条件下にある各国農業が維持・存続できる基盤が必要

・担い手の育成、国産品の高付加価値化等により、
農業の国際競争力を強化
・農政改革の継続が可能となるよう、現実的な貿
易ルールが必要

（参考１）ＷＴＯ農業交渉にのぞむ我が国の考え方
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（注１） Ｇ１０構成国：日本、スイス、ノルウェー、韓国、台湾、アイスランド、イスラエル、リヒテンシュタイン、モーリシャス

（注２） ◎印を付した米国、ＥＵ、ブラジル、インド、豪州、日本は、Ｇ６のメンバー国

(有力途上国グループ)

【輸入国】

【輸出国】

ＥＵ

【
先
進
国
】

【
途
上
国
】

Ｇ３３

インドネシア、

トルコ 等

Ｇ１０

日本 スイス

ノルウェー 韓国 等

米国

Ｇ２０

インド

ブラジル

中国

カナダ

豪州

Ｇ９０

・カリブ地域国

・アフリカ地域国

・太平洋地域国

・後発開発途上国（LDC）

からなるグループ

（ACP）
ケアンズ・グループ

(食料輸入国グループ)

ただし、カナダはケアンズに距離を置き、ブラジ
ルは主にG20のリーダーとして行動。

農業の多
面的機能を
重視

等

(途上国の特別扱いに
関心が高いグループ)

（参考２）ＷＴＯ農業交渉の主要国・グループ
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